
後
北
条
氏
権
力
と

「
国
」

鈴

木

芳

道

は

じ

め

に

所
謂
戦
国
大
名
権
力

の
性
格
を
規
定
す
る
論
点
の
ひ
と

つ
と
し
て
、

「国
」

「国
家
」
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
戦
国
大
名

権
力

の
支
配
領
域
、
所
謂
大
名
領
国
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
う
る
か
、
分
権
化
し
た
日
本
の
戦
国
期
の
政
治
体
制
を
ど
の
よ
う
に
把
握

し
う
る
の
か
、
と

い
う
問
題
で
も
あ
る
。

室
町
幕
府
i
守
護
体
制
の
弛
緩
に
伴
い
、
各
地
に
は
自
立
的
な
政
治
権
力
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
ら
は
守
護
系
、
非

守
護
系

の
別
は
あ
れ
、

ま
た
領
有
規
模
の
大
小
は
あ
れ
、

こ
ん
に
ち

噺
般

に

(と
く
に
国
郡
制
上
の

一
国

レ
ベ
ル
以
上
を
領
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
)
戦
国
大
名

と

よ
ぼ
れ
て
い
る
。
戦
国
大
名
権
力
は
、
み
ず
か
ら
に
相
対
化
し
た
支
配
権
を
絶
ち
、
「自
分

の
以
二力
量
↓
国
の
法
度
を
申
付
、
静
謐
す

(　
)

る
」
も
の
と
し
て
、
領
域
内
で
の

=
兀
的
支
配
権
力
た
ら
ん
と
し
た
。
後
北
条
氏
は
、
領
域
内
で
の
調
停

・
裁
判
権

や
立
法
権
を
掌
握
し
、

小
領
主
の
所
領
を

「
私
領
」
と
位
置
づ
け
、
み
ず
か
ら
を

「公
儀
」
と
称
し
、
さ
ら
に
寺
社
に
対
し
て
は

「国
家
安

泰
」

の
祈
念
を
要
請

し

て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
戦
国
大
名
権
力
の
支
配
領
域
を
独
自
に
創
出
し
た

「国
家
」
と
し
、
そ
の
独
自
性

・
自
己
完
結
性
を
強

　
　
　

調
す
る
見
解
が
提
出
さ
れ
た
。

後
北
条
氏
権
力
と

「国
」

六
九



七
〇

ま
た

一
方
、
こ
う
し
た
戦
国
大
名
権
力
の
支
配
権
力
と
し
て
の
一
元
化
を
確
認
し
つ
つ
も
、
守
護
職
や
将
軍
偏
諱

の
希
求

・
獲
得
、
さ

ら

に
は
有
縁
寺
院

の
勅
願
所
化
や
公
家
と
の
交
流
と
い
っ
た
、
従
前

の
権
威

へ
の
接
近
の
事
実
を
重
視
す
る
視
角
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

後
北
条
氏

に
お
い
て
は
、
関
東
公
方
足
利
家
を
推
戴
し
み
ず
か
ら
を
関
東
管
領
と
位
置
づ
け
、
早
雲
寺
は
勅
願
所
と

な
り
、
摂
家
近
衛
家

と
は

「内
縁
」
を
迎
え
る
な
ど
親
密
な
交
流
を
も

っ
た
。

こ
の
視
角
か
ら
は
、
戦
国
大
名
権
力

の
支
配
の
正
当
性
や
権
威
の
源
泉
を
天
皇

や
将
軍
お
よ
び
幕
府

の
職
制

(守
護
職
)
に
求
め
、
国
家
公
権
を
分
有
す
る
か
た
ち
で
大
名
領
国
H
国
家
が
成
立
す

る
と
い
う
、
国
家
の

　
M
　

な
か
に
国
家
が
た
ち
並
ぶ
複
合
国
家
論
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

右
に
み
た
こ
う
し
た
戦
国
大
名
権
力
の
性
格
と
戦
国
期
の
政
治
体
制
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
支
配
の
正
当
性
を
国
家
公
権
の
獲
得
や
中
央

権
威

の
希
求
に
求
め
、

こ
れ
に
意
義
を
認
め
る
か
否
か
の
問
題
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
意
義
を
認
め
る
立
場
の
研
究

で
は
こ
れ
ま
で
国
家

　
　
　

公
権

(
守
護
公
権
)
が
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
固
有

の
基
盤
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
、
と
の
批
判
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
後
北
条
氏
は
領
域
の
支
配
に
あ
た
り
自
身
を

「
公
儀
」
と
と
ら
え
、
「国
家
安
泰
」
を
実
現
す
る
主
体

と
し
て
臨
み
、
兵
卒

の
動
員
を

「御
国
」
の
た
め
、

「
国
法
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
支
配
領
域
を

「
分
国
」
と
よ
び
、
起
請
文

に
は

「
日
本
国
中
」

の
大
小
神
祗
の
罰
を
蒙
る
べ
き
も
の
と
し
た
。
後
北
条
氏

「分
国
」
は

「
日
本
国
」
の
う
ち
に
あ
り
、
こ
れ
を

「
日
本
国
」
か
ら
離
脱
し

た
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
を

一
般
化
す
る
な
ら
ば
、
戦
国
期

の
日
本
は
、
「
日
本
国
」
の
う
ち
に
主
権
を
も

つ
諸

「分
国
」

が

た
ち
並
ぶ
情
況
に
あ

っ
た
と
い
え
る
。
私
は
、
こ
の
体
制
的
情
況
を
確
認
し
、
戦
国
大
名
権
力
の
中
央
権
威
の
希
求
や
国
家
公
権

の
獲

得
を
重
く
と
ら
え
つ
つ
も
、
こ
れ
を
支
配
の
正
当
性
を
立
証
す
る
便
法
と
し
て
で
は
な
く
、
大
名
権
力
に
内
在
す
る
属
性
と
し
て
理
解
し

た

い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

後
北
条
氏
権
力
を
素
材
に

「国
」
に
焦
点
を
あ
て
、

一
、
「国
家
」
と

「国
法
」、

二
、

「分
国
」、
三
、
「
日

本
国
」
の
そ
れ
ぞ
れ
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
検
討
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
右
の
問
題

の
理
解

に
資
す
る
こ
と
と
し
た
い
。



一
、
後
北
条
氏
権
力
と

「
国
家
」

「
国
法
」

　
　
　

後
北
条
氏
権
力
発
給
文
書
に
は
、

「国
家
」

「国
法
」
と

い
う
語
が
散
見
す
る
。
す
で
に
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
が
、

「国
家
」
文
言
に

つ
い
て
は
寺
社

へ
の

「
国
家
安
泰
」

の
祈
念
要
請
が
め
だ
ち
、
他
の
史
料
に
お
い
て
も
具
体
的
な
政
策
内
容
を
も
つ
も
の
は
な
い
。
と
は

　　
　

い
え
、

「
東
寺
是
桓
武
天
皇
草
創
、
鎮
護
国
家
砌
也
」
と
同
じ
よ
う
に
、
後
北
条
氏
の

「
国
家
安
泰
」
の
祈
願
は
、
為
政
者
の
政
治
宣
言

と

い
う
意
味
で
は
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
為
政
者
の
立
場
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
が

「国
法
」
で
あ
る
。
勝
俣
鎮

夫
氏
は
、

「国
家
」
を
後
北
条
氏
の
創
出
し
た
支
配
理
念
と
し
、

「国
法
」
を

「国
家
」
の
法
と
し
た
。
だ
が
近
年

の
久
保
健

一
郎
氏
の

　
　

　

所
論
で
は
、

「国
家
」

「
国
法
」
の
使
用
例
が
限
定
的
で
あ
る
と
し
て
、
公
儀
論
と
し
て
こ
れ
を
重
く
み
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
る
。
私

も

「国
家
」
の
理
解
な
ど
勝
俣
氏
の
所
論
に
疑
問
も
禁
じ
え
な
い
。
し
か
し
、

「国
家
」

「国
法
」
の
語
の
使
用
は
決
し
て
軽

い
も
の
で

は
な
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、

こ
の

「国
家
」

「国
法
」
の
検
討
を
行
な
い
、
そ
れ
を
通
じ
て
の
後
北
条

氏
権
力
を
考
え
て
み

た
い
。

ω

後
北
条
氏
権
力
と

「
国
家
」

(　
)

ま
ず
後
北
条
氏
権
力
に
お
け
る

「
国
家
」
を
検
討
す
る
。
大
永
三
年

(
一
五
二
三
)
六
月
二
十
三
日
付

の
箱
根
神
社
棟
札
銘
は
、
後
北

条
氏
が

「国
家
安
泰
」
を
祈
願
し
た
初
見
で
あ
る
と
と
も
に
、

「国
家
」
の
語
そ
の
も
の
の
初
見
で
も
あ
る
。
銘
は

「
太
守
」
の

「大
檀

那
伊
勢
平
氏
綱

(
花
押
)
」

の
署
判
が
あ
り
、

「天
下
昇
平
、
国
家
安
泰
、
五
穀
豊
熟
、
万
民
快
楽
、
別
者
、

大
檀
越
子
孫
繁
衍
、

兵
戈

獲
利
」
を
希
う
も
の
と
し
て
い
る
。
裏
返
し
て
い
え
ば
、

「太
守
」
で
あ
る
大
檀
越
氏
綱
の
子
孫
繁
栄
と
戦
争

の
勝
利

こ
そ
が

「天
下
昇

平
」
以
下
を
保
障
す
る
の
で
あ
る
。
永
禄
四
年

(
一
五
六

一
)
五
月
、
北
条
氏
康
は

「八
州
不
レ残
渡
二
当
方

二
一来
候
、
徐
二
廿
年
一存
二国

家

二
一候
間
、

一
代
之
内
、
無
ご横
合
一時
身
退
者
、
聖
人
之
教
与
存
、
去
年
息
氏
政
譲
ゴ
渡
位
↓
隠
遁
之
進
退
候
得
共
、
大
敵
蜂
起
、
氏
政

後
北
条
氏
権
力
と

「
国
」

七

一
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二

(9
)

若
輩
之
問
、
無
二
了
簡
↓
国
家
之
成
意
見
候
L
と
述

べ
た
。

こ
の
年
の
二
〇
年
前
の
天
文
十
年

(
一
五
四

一
)
七
月

に
氏
綱
は
死
去
し
て

い
る
。

す
な
わ
ち

「
八
州
」

つ
ま
り
関
八
州
"
関
東
は
す
べ
て
氏
康
の
支
配
下
と

な
り
、

氏
綱
死
後
の
二
〇
年
を
安
ら
か
に
し
て

「
国

家
」
を
保

っ
て
き
た
と
し
、
氏
政

へ
の
譲

「位
」
後
も
、
若
輩
の
氏
政
に

「国
家
之
成
」
を
助
言
し
て
い
る
の
だ
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

こ
の

「
位
」
が

「太
守
」
と
も

「大
途
」
と
も
称
さ
れ
る
後
北
条
氏
の
家
督
を
指
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
後

北
条
氏
権
力
は
そ
の
家
督
を
頂
点
に
、「国
家
」
を
安
ん
じ
保
つ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が

「兵
戈
獲
利
」

に
拠

っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時

の
政
治
情
勢
を
示
す
も
の
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、
む
し
ろ
後
北
条
琉
権
力
が
軍
事
政
権
す
な
わ
ち
武
家
政

権

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

(
　
)

元
亀
二
年

(
一
五
七

一
)
七
月

二
十
八
日
付
岡
本
政
秀
充
北
条
家
朱
印

(
虎
印
判
)
着
到
定
は
、
寄
親
岡
本
政
秀

に
対
し
て
着
到
す
べ

を
寄
子
と
そ
の
武
具
を
定
め
、
参
陣
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
所
定
の
寄
子
や
武
具
が
揃
え
ら
れ
な
い
場
合
や
後
北
条

氏
家
督
の

「
御
出
馬
」
に
遅
れ
る
場
合
が
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
を
報
告
せ
よ
と
し
、
報
告
を
怠

っ
た
な
ら
ば

「
背
レ掟
」
く
も
の
と
し
て
彼

の
寄
子
を
他
に
付
し
、
そ
の
際
に

「
公
儀
」

へ
の
弁
明
は
認
め
な
い
と
し
て
、
こ
の
こ
と

「
公
儀
」
に
変
更
は
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
そ

の
う
え
で
、

「抑
軍
法
者
、
国
家
安
危
所
也
、
背
二法
度
一付
而
者
、

随
二
罪
科
軽
重
噛

無
二用
捨
一可
レ被
二申
出
一条
、
兼
而
無
レ誤
様

二
覚

悟
専
肝
候
」
と
し
て
い
る
。

「
国
家
安
危
」
が

「
軍
法
」

に
掛
か

っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
こ
に
い
う

「公
儀
」
が

後
北
条
氏
家
督

「大
途
」
を
指
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
後
北
条
氏
権
力
が
編
成
し
た
軍
隊
は
、

「国
家
安
泰
」
を
担
う

「公
儀
」

の
軍
隊
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、

「公
儀
」
後
北
条
氏
権
力
が

「国
家
安
泰
」
を
担
う
主
体
で
あ
る
と

の
主
張
が
顕
然
化
す
る
の
は
、
外
部
権
力
と
の
抗
争
に
お

い
て
で
あ
る
。
甲
斐

・
信
濃
両
国
の
旧
武
田
氏
領
に
お
け
る
真
田
昌
幸

の
動
向
を
め
ぐ

っ
て
徳
川
家
康
と
対
峙
す
る
さ
な
か
の
天
正
十
年

(
一
五
八
二
)
十
月
、
氏
政
は
弟
の
鉢
形
城
主
氏
邦
に
対
し
て
、
「
当
家
滅
亡

二
者
、
争
可
レ替
」
と
い
い
、
「何
分

二
も
抛
二名
利
共

二
一、

為

二国
家

一与
無
二内
外

一御
走
廻
尤
候
、
国
家
無
二相
違
一候

ヘ
ハ
、
旁
者
其

二
随
、

何
程
成
共
名
利
可
レ立
事
、
勿
論
之
事

二
候
、

如
何

二



　
ロ
　

当
意
結
構
か
ら
せ
候
土
ハ、
国
滅
亡
候

ヘ
ハ
、
旁
者
其

二
不
レ随
而
不
レ叶
候
」
と
い

っ
た
。
北
条

の
家
が
滅
亡
す
れ
ば
争

い
の
場

に
変
わ
る
。

名
利
を
な
げ
う

っ
て

「国
家
」
の
た
め
に
尽
力
せ
よ
。

「国
家
」
が

確
か
な
も
の
で
あ
れ
ば

周
囲
は
従
い
、

「国
」
が
滅
ぶ
な
ら
ば
周
囲

は
離
反
し
て
い
く
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
豊
臣
政
権
と
の
緊
張
が
高
ま
る
な
か
の
天
正
十
四
年

(
一
五
八
六
)
十

一
月
、
同
月
二

　ほ
　

日
付
で
前
年
に
後
北
条
氏
に
降
服
し
た
下
野
国
金
山
の
由
良
国
繁
に
充
て
た
北
条
家
朱
印
状
は

「若
至
三干
動
二
干
戈

一者
、

当
家
之
是
非

ハ
お
　

此
時

二
相
極
」
と
し
、
同
日
付
の
豊
臣
家
臣
富
岡
秀
高
充
北
条
家
朱
印
状
は

「西
表
之
於
二
干
戈
一者
、
誠
当
家
是
非

迄
候
」
と
述
べ
、
翌

　
ぬ
　

三
日
付

の
氏
邦
充
の
北
条
家
朱
印
定
書
に
は
、

「国
家
之
是
非
、
此
時

二
相
極
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

②

後
北
条
茂
権
力
と

「国
法
」

後
北
条
氏
権
力
発
給
文
書
に
お
け
る

「国
法
」
文
言
の
初
出
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
永
禄
九
年

(
一
五
六
六
)
閏
八
月
六
日
付
で
伊
豆
国

　
め
　

田
方
郡
西
浦
重
洲
の
欠
落
百
姓
の
召
返
を
許
可
し
た
所
謂
人
返
令
で
あ
る
。
人
返
令
は

「
国
法
」
文
言
を
も
つ
も
の
の
な
か
で
と
く
に
め

だ

つ
も
の
で
、
申
請
者

へ
の
裁
可
乏
し
て
事
書
の
後

に
欠
落
先
を
明
示
し
た
欠
落
者
の
名
と
そ
の
総
計
を
記
し
末
尾
文
言
が
置
か
れ
、
虎

朱
印
を
押
し
た
奉
書
形
式
の
北
条
家
朱
印
状
に
よ
り
発
動
さ
れ
る
。

バ
め
　

、
ω

右

、

雖

レ
為

二
権

門

之

地

嚇
国

法

之

間

、

急

度

可

二
召

返

一
旨
、

被

二
仰

出

一者

也

、

仍

如

レ
件

、

@

右

、

欠

落

之

百

姓

、

縦

雖

レ
為

二
不

入

之

地

↓
他

人
之

者

拘

置

儀

為

一一曲
事

一間

、

任

二
国

法

噛

領

主

・
代

官

二
申

断

、

急

度

可
二
召

返

一

　
レ
　

者
也
、
仍
如
レ件
、

史
料
ω
@
は
、
人
返
令
の
末
尾
文
言
の
例
で
あ
る
。
欠
落
者

の
欠
落
先
が

「権
門
之
地
」
や

「
不
入
之
地
」
で
あ

っ
で
も
、

「国
法
」

で
あ
る
か
ら
欠
落
先
の
領
主

・
代
官
に
申
し
入
れ
た
う
え
で
召
返
せ
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
事
書
め
な
か
に
は

「
私
領
福
嶋
郡
百
姓
欠
落

　あ
　

可
二召
還
一事
」
と

い
う
も
の
も
あ
り
、
人
返
令
は
、
申
請
者
と
欠
落
先
の
適
用
対
象
が
、
権
門
領

・
私
領

・
直
轄
領
を
問
わ
ず
、
後
北
条

氏

の
支
配
領
域
全
体

に
お
よ
ぶ
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
発
効
は
、
武
蔵
滝
山
城
主
で
後
北
条
氏
の
北
関
東
支
配
を
主
導
し
た
氏
政

後
北
条
氏
権
力
と

「国
」

七
三



七
四

の
弟
氏
照
が
、
欠
落
者
を
出
し
た
品
河

(川
)
郷
町
人

・
百
姓
中
に

「
人
返
者
御
国
法

二
候
、
為
二先
此

一
札
一領
主

へ
申
断
、
不
レ移
二時

(
19
)

日

一可
二
召
返
一候
、
若
違
乱
之
輩
有
レ之
者
、
背
二
国
法
子
細

二
一候
、

大
途
江
申
立
、

可
レ
及
二其
断
こ

と
指
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず

「
此

一
札
」
口
北
条
家
朱
印
状
を
受
け
て
欠
落
先
の
領
主

へ
呈
示
し
、
こ
れ
が
無
視
さ
れ
た
と
き
に
は

「国
法
」
違
背
と
し
て

「大
途
」

へ
上
申
し
、
決
裁
を
仰
ぐ
と
い
う
方
式
を
採
り
、

「太
途
」
の

=
兀
的
掌
握
の
も
と
に
置
か
れ

た
。

し

た
が

っ
て

品
川
郷
町
人

・
百
姓

中

は
も
ち
ろ
ん
氏
照
の
独
断
に
よ
る
人
返
は
非
分
と
な
り
、
こ
こ
に
後
北
条
氏
権
力
の
支
配
領
域
は
、
地
域
性
を
も

っ
た
支
城
主
や
権
門

領

・
私
領
の
領
主
と
い
っ
た
下
級
権
力
と
、
そ
れ
ら
に
優
越
し
て

「
国
法
」
を
発
動
す
る

「大
途
」
H

「公
儀
」
と

い
う
段
階
的
権
力
構

造
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

人
返
令
に
次
い
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
検
地
を
基
盤
と
し
た
租
税
関
係
で
あ
る
。
鎌
倉

の
東
慶
寺
は
、
足
利
氏
ゆ

か
り
の
女
性
が
住
持

し
た
鎌
倉
尼
五
山
の
二
位
で
、
後
北
条
氏
も
手
厚

い
保
護
を
し
た
。
こ
の
東
慶
寺
領
の
野
葉

(庭
)
郷
百
姓
中
に
充

て
た

「分
国
之
定
法

(20
)

郷
中
之
指
引
」
は
、
奉
書
形
式

の
北
条
家
朱
印
状
で
あ
る
。
こ
の
と
き
野
庭
郷
の
田
畠
合
せ
て
の
検
地
高
は

一
〇
六
貫
三
六
七
文
で
、
う

ち
二
貫
五
〇
〇
文
が
神
田
、
三
貫
五
〇
〇
文
が
代
官
給
、
二
貫
文
が
井
料
免
、
二
貫
文
が
定
使
給
、

=

貫
文
が
公
事
免
で
、
以
上
一
=

貫
文
が

「
前
々
神
社
等
之
指
置

ハ
兎
も
あ
れ
.
御
国
法
如
レ此
之
間
、
可
レ
為

一此
分
こ

と
し
て
差
し
引
か
れ
る
。
残

り
八
五
貫
三
六
七
貫

文

の
う
ち

「
前
々
納
所
御
寺

へ
参
分
」
が
合
計

一二

貫
七
五
〇
文
で
あ
り
、
六
三
貫
六

一
七
文
が

「当
検
地
増
分
」

で
あ

っ
た
。
増
分
は

そ

の
得
分
権
が
東
慶
寺
や
野
庭
郷
百
姓
中
に
は
な
く
、
い

っ
た
ん
没
収

さ
れ
、

「此
増
分
御
寺

へ
新
寄
進
之
由
被
レ仰
断
」
で
あ

っ
た
。

　
れ
　

増
分
の
没
収
に
つ
い
て
は
、
天
正
十
五
年

(
一
五
八
七
)
十

一
月
二
日
付
金
子
左
京
亮
充
北
条
氏
照
朱
印
状

「久
下
郷
検
地
之
増
」
の
な

か
で
、

「
給
田
之
増
被
二召
上
一儀
者
、
御
国
法
也
」
と
し
て
い
る
。
野
庭
郷

の
増
分
は
、

「国
法
」
に
従

っ
て
い

っ
た
ん

「
被
二
召
上
一」

た
う
え
で
東
慶
寺

へ

「新
寄
進
」
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で

「
国
法
」
と
し
て
代
官
給
が
規
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
代
官

の

(
22
)

職
務
規
定
も
ま
た

「
国
法
」
と
さ
れ
る
。
右

の

「久
下
郷
検
地
之
増
」
の
翌
三

日
付
氏
照
朱
印
状

「
代
官
之
掟
」

は

「
一
、
御
代
官
被
二

仰
付
一上
、
以
二御
検
知
一被
二
踏
立
一候
御
年
貢
之
辻
、
催
促
就
二油
断
嚇
郷
未
進

二
成
来

二
付
而
者
、
代
官
役

二
被
レ為

レ弁
御
国
法
也
」
と



し
、
以
下
二
か
条
を
あ
げ
て
代
官
に
対
し
て
年
貢
納
入
を

「国
法
」
と
し
て
義
務
づ
け
て
い
る
。
野
庭
郷
の
代
官
も

こ
う
し
た
義
務
を
負

っ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
東
慶
寺
領
野
庭
郷

の
所
領
経
営
は
、

「国
法
」
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。

一
般
に
戦
国
大
名
権
力
は
、
ほ
ん
ら
い
守
護
職

の
職
権
で
あ

っ
た
段
銭

・
棟
別
銭
の
徴
収
も
行
な

っ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
が
、
非
守
護

(23
)

系

の
戦
国
大
名
が
守
護
職
を
求
め
た
因
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
非
守
護
系
の
後
北
条
氏
は
、
守
護
職
を
称
す
る
に
は
至

っ
て
い
な
い

が
、
や
は
り
段
銭

・
棟
別
銭
の
徴
収
を
行
な

っ
た
。
そ
の
根
拠
は

「国
法
」
で
あ
る
。
天
正
十
四
年

(
一
五
八
六
)
十
二
月
十
八
日
に
品

(
24
)

川
百
姓
中
に
充
て
た
氏
照
朱
印
状

「改
而
百
姓

二
御
用
捨
条
々
」
に
は
、

「
増
段
銭
之
儀
、
御
詫
言
申
上
候
、
御
国
法
定

リ
候
、
先
年
御

検
知
無
レ之
郷
々

へ
被
レ懸
候
、
検
知
有
レ
之
上
者
、
年
貢
目
之
内
よ
り
可
レ
出
候
、
御
検
知
無
レ之
内
者
、
百
姓
地
之
内

よ
り
可
レ出
レ之
事
」

(25
)

と
あ
る
。
棟
別
銭
に
関
し
て

「国
法
」
文
言
は
確
認
で
き
な
い
が
、

「
国
棟
別
」
の
語
が
あ
り
、
こ
れ
も

「国
法
」

の
う
ち
と
考
え
る
。

な

お
右
の

「御
用
捨
条

々
」

に
は

「御
蔵
銭
借
米
之
事
、
如
二御
国
法
一算
用
次
第
弁
才
可
レ
致
事
」
と
あ
り
、
ま
た
さ
き
の
久
下
郷
の
給
田

増
分
は

「御
蔵
納
」
と
さ
れ
、
遅
延
す
れ
ば

「御
法
」
の
如
く
利
足
を
課
す
る
と
い
う
。

「借
米
」
と
は
未
進
分
を
借
り
受
け
の
か
た
ち

で
利
足

つ
き
で
認
め
ら
れ
た
も

の
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
納
税
の
遅
延
に
対
す
る
利
足
の
負
担
が

「国
法
」
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
項
で
は

「国
家
安
危
」
が

「軍
法
」
に
掛
か
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
、

軍
役
の
義
務
が

「国
法
」
と
さ
れ
て
い
る
。

の
知
行
方
雖
二被
レ望
候
↓
当
領
之
事
者
方
々
へ
相
分
候
条
、

如
レ望
不
二
遣
置
一候
、

先
有
二
不
足
一者
御
堪
忍
尤
候
、
武
井
之
郷

・
成
塚

(
異
)

之
郷

・
萱
橋
之
村
、
以
上
三
百
貫
文
之
所
進
覧
候
、
国
法
少
昊
儀
有
間
敷
候
、

陣
役

・
普
請
役
無
二
如
在
一可
レ
被
レ勤
レ
之
候
、

此
上

猶
以
被
レ抽
レ他
至
二
于
御
稼
一者
、
涯
分
引
立
可
レ申
候
、
恐
々
謹
言
、

(天
正
七
年
力
)

(26)

八
月
朔
日

氏

照

(花
押
)

史

料
の
は
充
所
が
欠
け
て
い
る
が
、
知
行
地
配
分
の
際
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
知
行
地
を
配
分
さ
れ
た
も
の
が
陣
役

・
普
請

役
を
勤
め
る
こ
と
を

「国
法
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
知
行
地
宛
行

い
と
そ
れ
に
対
す
る
奉
仕
義
務
と
い

っ
た
主
従
制
的
関
係
が
、

こ

後
北
条
氏
権
力
と

「国
」

七
五



七
六

こ
で
は

薗

法
」
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
・

「

(27

京
勢
)
(豊
臣
政
権
)
」

の
動
向
に
緊
迫

す

る
天
正
+
五
年

(
一
五
八
七
)
極
月
二
+
七
日

付

で
氏
邦

の
臣
猪
俣
邦
憲
が
出
し
た

「榛
名
峠
城
法
墜

は
・
同
城
の
勤
番
規
定
で
あ
る
。
そ
の
追
而
書
に
は

「響

普
請
之
儀

ハ
、
諸

城
大
途
如
二御
法
度
唖
当
番
之
日
数
口
分
御
番
普
請
可
レ有
レ
之
候
、
国
法
如
レ此
」
と
あ
り
、
城
勤
番
が

「大
途
御
法
度
」
と
し
て
諸
城
に

一
般
化
さ
れ
、
そ
れ
が

「国
法
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か

「
国
法
」
と
規
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
寺
社
行
事

へ
の
料
銭
米
納
入
が
あ
げ
ら
れ
る
。
永
禄
十
年

(
一
五
六
七
)
十
月

み

　
ゆ
　

十

二
日
付
の
本
光
寺
充
北
条
氏
規
朱
印
状

「毎
年
定
施
餓
鬼
銭
井
御
霊
供
米
銭
書
出
」
は
、
本
光
寺
で
行
な
わ
れ
る
施
餓
鬼
お
よ
び
御
霊

供
養
の
料
銭
米
に
関
す
る
も
の
で
、
費
用
は
本
光
寺
領
内
か
ら
調
達
す
る
と
し
、
そ
の

「直
納
」
を
保
障
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
納
方

に

つ
い
て

「年
別
随
二国
法

二
一御
所
務
可
レ被
レ成
候
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
子

(
天
正
七
年

・
一
五
七
九
)
十
月
晦
日
付
村
串
和
泉
充
清

水
康
英
書
編
曜

三
島
社
祭
礼
銭
納
入
拒
否
問
題
に
つ
い
て
の
も
の
で
、
伊
豆
国
賀
茂
郡
片
瀬

・
稲
取
両
郷
が

「
他
国
人
」

の
毛
利
丹
後

き
た
じ
よ
う

ろ

ま
り
北
条
高
広
の
知
行
所
と
な

っ
て
以
後
、
不
入
権
を
主
張
し
て
祭
礼
銭
の
納
入
を
拒
み
、
高
広
改
替
後
も
拒
み
続
け
て
い
る
こ
と
に

対
し
、

「既
十
七
ケ
条

二
三
島
御
祭
銭
御
法
度
初
文

二
被
レ遊
候
、
乍
レ有
二
御
国
一御
国
法
不
レ
存
者
有
レ之
間
敷
候
」
と
し
て
そ
の
納
入
を

命

じ
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

三
島
社
は
後
北
条
氏
の
帰
依
篤
い
神
社
で
あ
り
、

こ
う
し
た
寺
社
行
事
は
、

後
北
条

氏
が
担
う

「国
家
安

泰
」
を
宗
教
面
か
ら
支
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

で
は
、

「国
法
」
と
は
史
料
上

「
国
法
」
文
言
に
規
定
さ
れ
る
も
の
の
み
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う

に

「
国
法
」
文
言
を

も

ち
つ
つ
概

「分
国
之
定
施
」
や

「
大
途
御
法
皹
」
と
換
一言
す
る
も
の
が
あ
る
・
さ
ら
に
子

(
元
亀
一兀
年

二

五
七
〇
)
二
月
+
吾

付
小
代
官
充
北
条
家
朱
印
囑
階
、

「御
国
為
二静
謐
こ

に

「
分
国
パ甲
境
目
之
仕
置
」

の
堅
固
を
目
的
に
相
模

・
伊
豆

・
武
蔵
三
か
国
の
う

ち

へ

「寺
領

・
社
領
等
迄
悉
申
付
」
た
も
の
の
ひ
と

つ
で
あ
る
が
、

こ
こ
に

「
国
法
」
文
言
は
な
く
、

「虫
窪
人
足
弐
人
申
付
、
中
十
日

小
田
原
城
普
請
可
二走
廻
一候
、
然
者
鍬

・
簣
を
持
、

来
廿
五
日
小
田
原

へ
集
、

人
足
奉
行

二
可
レ相
ゴ渡
之
嚇
若

一
人
も
令
二未
進
嚇
十
日

之
日
数
至
二于
不
足
一者
、
可
レ為
二
曲
事

一候
、

任
二
惣
国
掟
嚇

罪
科
普
請

一
日
之
未
進
五
日
可
レ
被
二
召
仕
こ

と
あ
り
、

「国
法
」
で
は
な



く

「
惣
国
掟
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
普
請
役

一
日
の
未
進
に
つ
き
五
日
の
追
徴
と
い
う
規
定
は
、
天
正
十
二
年

(
一
五
八
四
)
二
月

ま
　

に
岩
付
領
箕
田
郷
堤
普
請
人
足
を
徴
発
し
た
岩
付
城
主
北
条
氏
房
朱
印
状
に

「惣
国
之
法
」
ど

し
て
み
え
る
。
こ
れ
ら

「
惣
国
掟
」

「
惣

国
之
法
」
も
ま
た

「国
法
」
と
い

っ
て
よ
い
。
私
は
、

「
分
国
之
定
法
」

「大
途
御
法
度
」

「惣
国
之
法
」
と
い
う
表
現
に

「
国
法
」

の

性
格
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち

「
国
法
」
と

は
、

「大
途
」
を
立
法
者
と
す
る

「分
国
之
定
法
」

「
惣
国
之
法
」
な
の
で

あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
史
料
上
必
ず
し
も

「国
法
」
文
言
が
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
性
格
を
も

つ
も
の
全
般
を

「
国
法
」
と
理
解
し
て
よ

い
の
で
は
.な
い
か
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
小
和
田
哲
男
氏
親
さ
き

の
三
島
社
祭
礼
銭
納
入
拒
否
問
題
に
つ
い
て
の
史
料
引
用
部
を
根
拠
に

「伊
勢
宗
端

一
七
力
条
」

な

る
も
の
を
想
定
し
、
永
禄
か
ら
天
正
に
か
け
て
現
わ
れ
る

国

法
」
を
こ
れ
に
遡
及
さ
せ
華

こ
の
小
和
田
説
に
対
し
て
曝

疑
問
も

　あ
　

な
く
は
な
い
。
い
ま
の
と
こ
ろ
私
に
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
解
答
の
用
意
は
な
い
が
、
後
北
条
氏
の
政
治
的
展
開

の
な
か
で

「大
途
」

の
権
威

の
も
と
に
出
さ
れ
た
個
別
法
や
、
そ
れ
が
先
例
と
し
て
集
積
さ
れ
た
も
の
を
い
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

③

「国
家
」
と

「国
法
」

以
上
、
後
北
条
氏
権
力
発
給
文
書

に
現
わ
れ
る

「国
家
」

「国
法
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
ま
ず
最
初
に

「国
家
」
に
つ
い
て
検
討
を

加

え
、
後
北
条
氏
権
力
は

「国
家
安
泰
」
を
担
う
主
体
と
し
て
た
ち
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た

「
国
家
安
泰
」

の
成
否
を

事
実
上
担
う
の
が

「軍
法
」
で
あ

っ
た
。
後
北
条
氏
権
力
は
、

「
公
儀
」
と
し
て

「
軍
法
」
を

「国
家
安
危
」
の
鍵
を
握
る
も
の
と
位
置

づ
け
る
武
家
政
権
で
あ

っ
た
。
次
に

「
国
法
」
の
事
例
検
討
を
行
な

っ
た
。

「国
法
」
文
言
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
人
返
令
、
租

税
、
軍
役
奉
仕
、
寺
社
行
事
の
料
銭
米
納
入
な
ど
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
人
返
令
は
、
納
税
義
務
を
負
い
、
軍
役
奉
仕
を
義
務
づ
け
ら
れ
た

人
民

の
在
所

へ
の
緊
縛
で
あ
り
、
「国
家
安
泰
」
の
基
礎
を
な
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
藤
木
久
志
氏
は
人
返
令
に
つ
い
て
の
所
論
で
、
後

北

条
氏
の
人
返
令
を
例
に

「
国
法
」
の
発
動
を
、
領
主
連
合

.
国
人

一
揆
の
盟
主
と
し
て

「権
門

・
不
入
の
旧
特
権

を
排
除
し
、
領
主

・

後
北
条
氏
権
力
と

「国
」

七
七



七

八

　サ
　

代
官

の
支
配
に
優
越
す
る

〈
此

一
札
〉

(
大
名
印
判
状
)
の
権
威

の
も
と
に
、
分
国

一
円
か
ら
の
人
返
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も

の
L
と

し

た
。
こ
の
理
解
は
前
述
の
検
討
か
ら
従
う
べ
き
も
の
と
す
る
。
し
か
し
、

「国
法
」
は
史
料
上
必
ず
し
も

「国
法
」
文
言

に
制
約
さ
れ

る
も

の
で
は
な
い
。
「国
法
」
と
は
後
北
条
氏
家
督

h
大
途
」
を
立
法
者
と
し
、
北
条
家
朱
印
状

に
よ
り
発
動
す
る

「大
途
御
法
度
」
「分

国
之
定
法
」

「惣
国
之
法
」
な
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
勝
俣
鎮
夫
氏
は
、

コ

廉
之
弓
矢
之
刻
」
に
備
え
て
の
午

(元
亀
元
年

・
一
五
七
〇
)
二
月
二
十
七
日
付

の
人
改
令
を
引
合

い
に
、

「戦
国
大
名
後
北
条
氏
の

〈
国
法
〉
は
、
そ
の
制
定
主
体
た
る
後
北
条
氏
に
よ

っ
て

〈
国
家
〉
の
法
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
」

ま
　

と
し
た
。

こ
の
人
改
令
は
北
条
家
朱
印
状
と
し
て
出
さ
れ
、

ω
今
度
御
分
国
中
人
改
有
レ
之
而
、
何
時
も

一
廉
之
弓
矢
之
刻
者
、
相
当
之
御
用
可
レ被
二
仰
付
一間
、
罷
出
可
二走
廻

一候
、
至
二于
其
儀
一

者
、
相
当
之
望
之
義
被
二仰
付
一可
レ
被
レ下
候
、
井
罷
出
時
者
兵
粮
可
レ被
レ
下
候
、
於
二自
今
以
後

・二
虎
御
印
判
を
以
御
触

二
付
而
者
、

其
日
限

一
日
も
無
一一相
違
一可
二馳
参
一候
、
抑
か
様
之
乱
世

二
者
去
と
て
ハ
其
国

二
有
レ之
者

ハ
罷
出
、
不
二走
廻

一而
不
レ叶
意
趣

二
候

　み
　

処

二
、
若
令
二難
渋
一付
而
者
、
則
時

二
可
レ被
レ加
二
成
敗
↓
是
大
途
之
御
非
分

二
有
間
敷
者
也
、
仍
如
レ件
、

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
勝
俣
氏
は
、

「国
家
」
を
戦
国
大
名
の
創
出
し
た
支
配
理
念
と
し
、
具
体
的

に
は
大
名
領
国
と
し
た
う
え
で

「国

法
」
は

「国
家
」
の
法
と
す
る
。
そ
し
て

「国
家
」
は
そ
の
構
成
員
を

「国
に
あ
る
者
」
11
国
民
と
し
、
す
べ
て
の
国
民
は

「国
家
」
に

対

す
る
義
務
を
負
い
、

「国
家
」
は
国
民
す
べ
て
の
保
護
義
務
を
負
う
と
と
も
に
、
国
民
に
対
す
る
絶
対
的
支
配
権

を
そ
の
属
性
と
し
て

も

つ
。

「国
家
」
は
大
名
権
力
に
優
越
し
、

「
国
法
」
は
大
名
権
力
意
志

の
発
動
形
態
で
は
な
く
、

「
国
家
」
意
志

の
発
動
形
態
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
大
途
"
公
儀

(後
北
条
氏
)
は
主
権
者
と
し
て

「
国
家
」
権
力

の
行
使
を
委
ね
ら
れ
た
存
在
で
あ

っ
て
、

「
国
家
」

へ
の
義
務

を
果
さ
な
い
国
民

へ
の
処
罰
は
大
途

の
非
分
で
は
な
い
と
し
た
。
人
改
令
に
は

「国
法
」
文
言
は
明
記
さ
れ
て
い
な

い
。
だ
が
前
述
の
よ

う
に

「国
法
」
は

「国
法
」
文
言
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
人
改
令
は
直
接

「
軍
法
」

に
関
わ
る
も

の
で
あ

り
、
北
条
家
朱
印
状

に
よ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
内
容
か
ら
も

「国
法
」

の
ひ
と

つ
と
い

っ
て
よ
い
。

.



こ
の
勝
俣
氏
の
所
論
は

「
周
家
」
と

「
国
法
」
と
を
総
括
し
た
も
の
と
い
え
る
。
大
名
権
力
を
超
越
す
る
も
の
と

し
て
の

「国
家
」
と
、

「
国
家
」
権
力
の
行
使
を
委
任
さ
れ
た
存
在
と

し
て
の
後
北
条
茂
が
発
動
す
る
も
の
が

「
国
法
」
と
い
う
論
理
は
、
藤
木
説
で
は
説
明
さ

れ
な
い

「
国
家
」
の
意
義
を
踏
ま
え
た
も

の
で
あ
る
。
私
は
後
北
条
氏
を

「国
家
」

、の
統
治
権
者
と
み
る
こ
と
に
は
同
意
し
た
い
。
確
か

ら

に

「国
法
」
は
、
そ
の
内
容
か
み
て
も
、
け

っ
し
て
そ
・の
地
域

「国
」
に
定
着
し
た
基
本
秩
序
と
し
て
の
良
き
旧
き
法
と
・い
う
の
で
は

な
く
、・支
配
に
寄
与
す
る
た
め
に
後
北
条
氏
権
力
が
定
律
化
し
た
も
の
と
い
え
、
し
た
が

っ
て
後
北
条
氏
権
力
は
、

「国
法
」
の
維
持
者

と
し
て
で
は
な
く
、
前
述

の
よ
う
に
立
法
者
と
し
て
た
ち
現
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
立
法
者
は
、

「国
法
」

を
被
支
配
層

に
強
制
す
る
主
権
者
で
も
あ

っ
て
肉

「其
国

二
右
レ之
者

ハ
罷
出
、

不
二
走
廻
一而
不
叶
意
趣
」一候
L
と
あ
る
よ
う
に
、

後
北

条
氏

の
支
配
す
る

「
国
」

に
あ
る
被
支
配
層
は
、
こ
の

「国
法
ト
を
遵
守
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
こ
に
後
北
条
氏
権
力
の
政
治
権
力

と
し
て
の
自
立
性
を
確
認
す
る
こ
と

に
は
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の

「
国
家
」
を
戦
国
犬
名
の
創
出
し
た
理
念
と
み
な
し
、
具

体
的
に
は
大
名
領
国
と
し
た
う
え
で

「国
法
」
を

「国
家
」

の
法
と
み
る
点
に
は
同
意
し
が
た
い
。

「
国
法
」

と

は

「大
途
御
法
度
」

で
あ
り

「分
国
之
定
法
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
戦
国
大
名
の
支
配
領
域
を
意
味
す
る
史
料
用
語
は
、
あ
く
ま
で

「
分
国
」
な
の
で
あ

る
。
次
節
で
は
こ
の

「分
国
辱
に
つ
い
て
検
討
し
、
合
せ
あ
ら
た
め
て

「国
」

「国
家
」
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。

二
、
後
北
条
氏
権
力
と

「
分
国
」

「分
国
」
と
い
う
語
は
、
各
研
究
者
と
も
大
名
領
国
と
同
義
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き

「分
国
」
と
い
う
語
そ
の
も

の
に
対
す
る
語
義
上
の
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
分
国
法
と
戦
国
家
法
と
が
ま
た
同
義
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
あ
り
方
は
史

料
文
言
上
の

「
分
国
」
が
戦
国
大
名
権
力
を
評
価
す
る
う
え
で
な
ん
ら
も
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
証
左
と
い

っ
て
も
よ
い
。

「分
国
」
の
語

を
ど
う
理
解
す
る
か
は
、
戦
国
大
名
権
力

の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
看
過
し
え
な
い
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

「分
国
ト
と
は
、

『
小
学

館
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
朝
廷
や
幕
府
か
ら
分
配
さ
れ
て
知
行
権
を
委
れ
ら
れ
た

(
国
郡
制
上
の
)
国
を
い
い
、

平
安
末
期
に
皇
族

・

後
北
条
氏
権
力
と

「
国
」

七
九



,八
〇

公
卿
ら
に

一
ま
た
は
数
か
国
を
賜
わ
り
知
行
さ
せ
た
の
に
は
じ

ま
り
、

室
町
か
ら
江
戸
期
の
守
護
や
大
名

の
領
地
を
も

い
う
と
あ
り
、

(　
)

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
明
応
四
年

(
一、四
九
五
)

二
月
十
七
日
条
の

「公
方
御
新
所
細
川
分
国

ハ
、
近
来
令
二無
沙
汰
一」
な
ど
を
例
示

し

て
い
る
。
こ
の

「
細
川
分
国
ト
と
は
守
護
細
川
氏

の
管
国

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

㈱
為
二
弘
法
大
師
七
百
年
忌
{
被
レ成
二

綸
旨
拜
奉
書
一候
、
,分
国
之
内
御
門
徒
中
奉
加
之
事
、
可
レ在
レ
之
者
也
、
仍
執
達
如
件
、

藁

春

五
月
三
日

'

…

'

茂

綱

(
花
押
)
し

-
、

　れ
　

東

寺

宝

菩

提

院

御

坊

(道
増
)

の

息

氏

政

御

相

伴

望

存

候
、

町

後

者
分

国

之

儀

、

彼

、二
可
二
申
付

一候

間

、

如

レ
此

申

上
候

、

猶

聖

護

院

殿

申

入

候

条

、

被

二
仰

談

一可

レ
然

様

御

取

合

所

レ
仰

候

、

恐

女
謹

言

、
、

气

'

、

'

(天
文
二
十
三
年
力
)

,

六
月

朔

目

㌦

'

西

.

左

京

大

夫

氏

康

(
花

押

)

(晴
光
)

(41
)

大
館
左
衛
門
佐
殿

史
料
㈲
は
h
弘
法
大
師
七
〇
〇
年
忌
に
つ
き
綸
旨

・
奉
書
を
受
け
た
琉
綱
が
、

「分
国
」
丙

に
あ
る
京
都
東
寺
宝
菩
提
院
の
宋
寺

.
門

徒
中

の
奉
加
を
約
束
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
'か
ぎ
り
で
は
、
後
北
条
氏
権
力
は
天
皇
を
頂
焦
と
す
る
秩
序
構
造

(権
門

.
顕
密
体
制
〉

に
包
摂
さ
れ
る
も
の
で
あ

つ
え
乏

い
え
る
。
史
料
0
は
氏
康
が

「分
国
之
儀
」
を
将
来
息
氏
政
に
申
し
付
け
る
と
し
て
、
氏
政

の
幕
府
相

伴
衆
列
座
を
幕
府
内
談
衆
の
大
館
晴
光
に
要
請
し
た
も
ρ
で
あ
る
。
後
北
条
氏
の
支
配
権
力
た
る
こ
と
の
宣
言
で
あ
る
と
と
も
に
、
幕
府

体
制

へ
の
求
心
性
が
示
さ
れ
て
炉
る
ゆ
ま
た
聖
護
悦
菰
つ
い
て
は
申
し
入
れ
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
氏
綱
の

「内
縁
」
、
に
摂
関
家
近

お
　

衛
尚
通
女
子
が
あ
り
、
彼
女
は
近
衛
植
家
や
聖
護
院
門
跡
道
増
の
姉
で
あ
り
、
さ
ら
ζ
聖
護
院
門
跡
は
、
後
北
条
民
領
唸

は
じ
め
主
に
東

日
本

に
勢
力
圏
を
形
成
し
た
本
山
派
修
験
の
法
頭
で
あ
る
。

こ
池
に
も
後
北
条
氏

の
公
武
寺
社
の
権
門
体
制
的
性
格

が
窺
わ
れ
ゐ
。

こ
う
し
た
後
北
条
氏

の
権
門
体
制
的
性
格
は
、
前
節
で
み
た

「
国
家
安
泰
」
を

一
元
的

に
担
う
も
の
と
し
て
た
ち
現
わ
れ
て
い
る
姿
に

い

っ
け
ん
相
容
れ
な
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
の
点
に
り
い
て
示
唆
的
な
も
の
が
、
永
禄
四
年

(
一
五
六

一
)
五
月
の
箱
根
権
現
別
当



　も
　

金

剛
王
院
融
山
と
氏
康
と
の
書
状
の
往
復
で
あ
る
。
こ
れ
は
天
道
思
想

・
王
土
思
想
の
も
と
に
展
開
さ
れ
、

こ
の
中

で
融
山
は
、
上
杉
氏

を
天
子
の
御
幡
の
む
と
東
八
州
副
将

(
関
東
管
領
)
と
な

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
王
法
に
従
わ
ず
、
仏
神
を
崇
め
ず

に

「国
家
」
を
乱

し

て
万
民
を
苦
し
め
た
と
断
じ
、
北
条
家
は
前
代
日
本

の
副
将
軍
の
名
字
を
継
い
だ
か
ら
に
は
、

『
吾
妻
鏡
』

に
記

さ
れ
る
よ
う
に
善
根

(勅
)

な
け
れ
ば
た
だ
危
き
様
と
な
る
と
し
た
う
え
で
、
あ
ま
ね
く
天
の
下
み
な
王
土
で
あ
り

「禁
中
御
修
理
」
は

「
可
レ
被
レ仰
二
敕
儀
一太
守

二

似
合
之
御
事
」
乏
し
た
。
さ
ら
に
融
山
は
、

(貞
力
)

r
ω

一
、
御
分
国
之
大
社
明
仏
等
大
破
之
時
者
き
速
御
修
理
可
レ
然
候
、

大
永
之
式
目

二
茂
、

神
者
依
二人
之
敬

一増
レ威
ハ
人
者
依
ご神
之

徳
一添
レ
運
与
候
歟
、
今
時
者
、
、無
二
神
茂
一無
レ
仏
無
レ信
無
レ善
、
「而
万
法
空
レ之
入
ご邪
見
噛
不
儀
之
儀
与
俗
出
共
見
得
候
、
誠
失
レ

家
可
レ
亡
レ国
基
無
二
勿
躰
一候
、

な
　

二

、
万
民
御
哀
憐
之
事
、
'百
姓

二
有
レ
礼
者
、
国
家
自
治
与
候
歟
、

と
述
べ
、

「家
」
と

「国
」
を
保

つ
た
め
に

「御
分
国
」
内

の
寺
社
修
復
を
求
め
、
百
姓
に
礼
あ
ら
ば
お
の
ず
と

「
国
家
」
は
治
ま
る
と

し
て
万
民

へ
凾の
哀
憐
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
氏
康

は
融
山
に
対
し
て

「年
来
国
家
御
祈
念
頼
入
」
れ
、
上
杉
に
勝
利
し
た
と
い
い
、

「普

天
之
下
無
レ
不
二
王
土
一上
、

御
修
理
可
二走
廻

一由
、

尤
任
一一御
見
一候
」
と
し
て
禁
中
修
理
料
の
禁
裏
領
所
仁
科
郷
か
ら
の
進
納
を
約
束
し

た

ρ

そ

し

て

以

下

、

・

'

'

"

一

"

:

.,
㈱

プ
、
方

民
哀
憐
、
百
姓
可
レ
尽
レ礼
、

御
意
見
令
レ
得
二其
意
一候
ハ

去
年
分
国
中
諸
郷

へ
下
二徳
政
↓
妻
子
下
人
券
捨
、

為
二年
経
畠迄

(糾
)

遂
二糺
明
{
悉
取
帰
遣
候
、
'当
年
者
諸

一
揆
相
之
徳
政
、
'就
中
公
方
銭
本
利
四
千
貫
文
、
、為
ご諸
人
一捨
レ之
、
,蔵
本
押
置
ハ
現
銭
番

所
集
2
昨
冷
諸

」
揆
相

二
致
二
配
当
一候
、
家
之
事
、
'
慈
悲
心
深
信
仰
専
順
路
存
詰
候
間
、

国
中
之
聞
立
邪
民
百
姓
之
上
迄
、

無̀
二

非
分
多

可
レ致
莎

塗

+
年
已
来
置
二晏

筴

諸
人
之
鏨

聞
届

探
象

道
理

候
事

熹

毛
頭
心
忠

蠡

偏
頗
無
レ之

候
、
天
道
明
白
歟
、
.八
州
不
レ残
渡
二
当
方

・∬
来
候
、
徐
二
昔
年
∵存
二国
家

二
一候
問
い

一
代
之
内
ハ
無
二横
合
一時
堯
退
者
」
聖
人
之

教
与
存
馬∴
去
年
息
氏
政
譲
コ渡
位
噛
隠
遁
之
進
退
候
得
共
、
'大
敵
蜂
起
、'
玩
政
若
輩
之
問
、
無
一一了
簡
嚇
国
家
之
成
意
見
候
、〒

然
'二

後
北
条
氏
権
力
と

「国
」

八
台



八
二

氏
康
無
臼一善
根
一間
、
如
レ
此
与
候
↓
此
貴
意
、
乍
レ
恐
御
相
違
候
、
縦
善
根
有
レ
之
共
、
心
中
之
邪

二
而
ハ
諸
寺
諸
社
領
令
二
没
倒
一様

な
る
国
主

二
付
而
者
、
、如
何
様
之
大
社
之
御
修
理
∩
何
度
致
レ之
候
共
、
神
者
不
レ
可
レ
受
二非
礼
概
縦
不
レ
向
ゴ
経
論
聖
教
叫
常

二
不

(廃
)

信
之
様

二
候
共
∵
心
中
之
実
、
即
可
レ
叶
一一天
道
一候
歟
、
於
二氏
康
嚇
或
不
足
之
出
家
沙
門
お
憐
愍
、
或
伽
藍
零
廃
之
所
歎

ケ
敷
間
、

先
焦
飜

鑼
倉
在
馬
之
砌

諸
寺

・
諸
山
周
寄
コ附
田
畠
一候
キ
、
其
外
国
中
之
神
社

・
仏
閣

へ
少
充
之
料
所
お
雖
二寄
進
仕
候
二

　あ
　

歩
之
地
茂
押
麟
領
之
一事
者
、
亠
、代
不
覚
候
宀
何
之
驕

二
歟
、
可
レ背
一一天
道
一候
哉
、
天
運
不
レ
尽
者
、

一
戦
勝
利
無
レ疑
候
、

と
述
べ
た
。
右

の
融
山
の
言
か
ら
窺
え
る
ご
と
は
、
「国
家
」
と
は
王
土
に
形
成
さ
れ
た

「国
」
と

「家
」、

つ
ま
り
大
地
と
人
と
の
総
体
で

あ
り
、
後
北
条
民
の

「分
国
」
は
そ
う
し
た
王
土
の

一
画
に
す
ぎ
ず
、

「
分
国
」

に
お
け
る

「国
家
」
を
、
勅
儀
を
仰
ぎ
王
法
に
従

っ
て

安

ん
じ
る
の
が

「大
守
」

の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
と
い
う
、

「
分
国
」
統
治
権

の
被
委
任
性
で
あ
る
。
そ
し
て
氏
康

の
返
答
は
こ
の
融
山

の
論
調
に
従
う
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
前
節
で
言
及
を
留
保
し
た

「
国
」

「国
家
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
そ
し
て

「
分
国
し

の
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
、

こ
の
融
山
の
言
の
な
か
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
き

に
も
触
れ
た
承
和
十
二
年

(
八
四
五
)
九
月
十
日
付
民
部
少

符
案

に
あ
る

[東
寺
是
桓
武
天
皇
草
創
、
鎮
護
国
家
砌
也
」
と
い
う
よ
う
に
、
為
政
者

の
な
す
べ
き
こ
と
は

「国
家
」
を
鎮
護
す
る
こ
と

で
あ
り
、

こ
れ
は
時
代
を
経
て
後
北
条
氏
権
力

に
お
い
て
も
同
様
で
あ

っ
た
。
『
日
葡
辞
書
』

は

「8
。8

コ
ッ
カ

(
国
家
)
」
を

「2
巳
"

貯
o
(
国
家
)
国
と
家
、
ま
た
は
、
国
と

一
族
と
」
す
る
。

す
な
わ
ち
大
地
ま
た
は
そ
の
一
定
区
域
と
し
て
の

「国
」

(
『小
学
館
国
語
辞

典
』
。
「
日
本
国
」
あ
る
い
は
郡
国
制
上

の

「国
」
は
区
域
と
し
て
の

「掴
」
で
あ
る
。)
と
、

そ
の

「国
」

に
住
ま
う
人
々
の

「家
」
と

の
総
体
が

「国
家
」
な
の
で
あ
り
、
為
政
者
た
る
者

は
そ
の

「国
家
」
の
鎮
護

・
安
泰
を
第

一
義
と
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
右
の
よ
う
に
後
北
条
氏
権
力
は
み
ず
か
ら
の
支
配
領
域
を
、
統
治
権
の
委
任
を
受
け
た

「
分
国
」
と
認
識

し
た
の
で
あ
る
が
、

で
は
、
後
北
条
民

「分
国
」
外
の
支
配
権
力
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
の
か
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

　お
　

(
天
正
三
年

・
一
五
七
五
)
六
月
二
十
五
日
付
の
安
独
斎
上
田
宗
調
充
北
条
氏
政
書
状
の

一
文
に

「
甲
州
無
二仕
合

一之
儀
、
無
二是
非
一

候
、
然
共
彼
分
国
諸
境
目
無
二
異
儀
一由
候
」
と
あ
る
。
「
甲
州
」

つ
ま
り
武
田
氏
と
の
対
立
は
仕
方
な
い
が
、
「彼
分
掴
」
と
の
諸
境
目
は



無
事

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
冷
ま
た
天
正
十
年

(
一
五
八
二
)
の
武
田
氏
減
亡
後
、
旧
武
阻
氏
領
は
上
杉

・
徳
川

・
後
北
条
の
三
者
に

分
割
さ
れ
る
が
、
同
年
八
月
九
日
付
の
諏
訪
上
社
神
香

守
矢
信
真
充
北
条
氏
邦
書
抛
は
・

藤

頼
分
国
喰

氏
真
就
二御
静
發

当
家

天
下
静
謐
、
以
ご
先
例
嚇
当
方
可
レ有
二
御
祈
念

一之
由
、
肝
要
至
極
、
目
出
珍
重

二
候
、
即
大
途
江
可
二
申
上
一候
」
と
あ

っ
て
、
旧
武
田
氏

領

を

「勝
頼
分
国
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
天
正
六
年

(
一
五
七
八
)
十

二
月
二
十
日
付
駿
河
国
駿
東
郡
泉
郷
百
姓
窪
田
十
左
衛

　ミ

門
充

の
北
条
家
朱
印
状
は
後
北
条
氏

「分
国
」
を

「
当
方
分
国
」
と
よ
ん
で
い
る
。
要
す
る
に

〔分
国
L
と
は
、
自
他

の
別
な
く
戦
国
大

名

の
支
配
領
域

一
般
を
指
す
名
辞
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
窪
田
十
左
衛
門
充
北
条
家
朱
印
状
は
、
十
左
衛
門
が
伊
豆
国
弥
勒
寺

へ
の
欠
落
者
の
人
返
を
拒

む
弥
勒
寺
中
野

一
右

衛
門
を
提
訴
し
た
こ
と
に
対
す
る
裁
決
で
、

天

返
之
事

剪

者
豆
州
之
者
共

駿
豆
各
別
之
時

駿
州
へ
相
移
其
儘
拘
釆

懿

十
二
年
・
輔五
六
九
)

(元
亀
元
年
・
一
五
七
〇
)

歳
駿
州
当
方
分
国

二
落
着
、
翌
年
午
歳
以
二譜
代
之
筋
目
一弥
勒
寺

へ
許
容
非
分
候
、
無
一一相
違
一可
二召
返
こ

と
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の

欠
落
者

は
も
と
弥
勒
寺
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、

「駿
豆
各
別
」、
す
な
わ
ち
駿
河
国
が
今
川
氏

「分
国
」
、
伊
豆
国
が
後
北
条
氏

「分
国
」

で
あ

っ
た
頃

に
弥
勒
寺
か
ら
泉
郷

へ
欠
落
し
た
の
だ
が
、
後
北
条
氏
で
は
こ
の
時
点
で
の
欠
落
を
容
認
せ
ざ
る
を
え

な
か

っ
た
。
欠
落
者

は
窪
田
の
下
人
と
な

っ
た
と
み
な
さ
れ
、
再
度
弥
勒
寺

へ
欠
落
し
た
も
の
の
、
弥
勒
寺
側
の
い
う

「譜
代
之
筋
目
」

は
否
定
さ
れ
て
し
ま

b
え
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
永
禄
十
二
年

(
一
五
六
九
)

の
駿
河
併
合
以
前
の

「駿
豆
各
別
」
期
に
駿
河
国
に
お
い
て
発
効
し
た
権

利
関
係
に
後
北
条
氏
は
口
を
挾
む
立
揚

に
は
な
い
こ
と
を
示
し
、
後
北
条
氏
の
人
返
令
は
時
期
を
遡
及
し
て
も
後
北
条
氏

「分
国
」
内
に

の
み
発
動
す
る
の
で
あ

っ
て
、
他

の

「分
国
」
へ
は
権
限
外
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
後
北
条
氏
の
人
返
令
が
欠
落
先
を

い
ず
れ
も
後
北
条
氏

「分
国
」
内
と
し
て
い
る
こ
と
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
・後
北
条
氏
権
力
は
、
そ
の

「分
国
」
あ

上
級
権
力

「公
儀
」
と
し
て
た
ち
現
わ
れ

た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
権
力
行
使
は
自
身
の

「
分
国
」
内
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
後
北
条
氏

「
分
国
」
の
外
部
に
は
ま
た
別
の

支
配
権
力
の

「分
国
」
が
あ
り
、
協
調
と
緊
張
関
係
を
保

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
戦
国
期
は
、
こ
う
し
た
諸

「分
国
」
が
た
ち
並

ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

後
北
条
氏
権
力
と

「
国
」

八
三



八
四

以
上
、
本
節
で
は
戦
国
大
名

の
支
配
領
域
を
示
す
史
料
文
言

「分
国
」
を
検
討
し
、
合
せ

「国
」

「国
家
」

の
意
義
を
み
た
。
後
北
条

氏

は

「
分
国
」

の
支
配
権
力
た
る
を
官
認
す
る
他
方
で
、
む
し
ろ

「分
国
」
の
統
治
権
者
と
し
て
幕
府
や
公
家
、
京
畿

の
寺
社
と
い
っ
た

中
央
権
威

へ
の
求
心
性
も
示
す
こ
と
、

「
国
家
」
と
は
王
土
に
形
成
さ
れ
た

「国
」

と

「家
」、

つ
ま
り
犬
地
と
人
と
の
総
体
で
あ
り
、
哮

「分
国
」
と
は
勅
儀
に
よ
り
そ
の

「
国
家
」
統
治
権
の
委
任
を
受
け
た
王
土
の
一
画
と
さ
れ
る
こ
と
を
み
た
っ
こ
の
こ
と
は
戦
国
太
名
め

「分
国
」
が
知
行
権
の
委
任
と
い
う

「分
国
」
ほ
ん
ら
い
の
意
義
か
ら
逸
脱
す
る
も
め
で
は
な
か

っ
た
こ
之
を
示
唆

し
、
戦
国
大
名
に
と

り
所
謂
中
央
権
威
や
国
家
公
権
の
獲
得
が
要
件
と
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。、
さ
ら
に
戦
国
期
の
日
本
は
そ
う
七
た
諸

冖分
国
L
が
た
ち

並
ぶ
情
況
に
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、

「
分
国
」
を
い
う
か
ぎ
り
、

こ
れ
ら
を
包
摂
す
ゐ
枠
組
を
想
定

せ
ざ
る
を
・兄
な
い
。

こ
の
枠
組
こ
そ
が

「
日
本
国
」
で
あ
る
。
次
節
で
は
こ
の

「日
本
国
」
と
後
北
条
氏

「分
国
」
と
の
関
係
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

三
、
後
北
条
氏
権
力
と

「
日
本
国
」

本
節
で
は
、

前
節
の

「分
国
」
の
検
討
を
受
け
て
諸

「分
国
」
を
構
成
す
る

「
日
本
国
」
に
枠

を
広
げ
、

そ
れ
を
通
じ
て
後
北
条
氏

「
分
国
」
の
位
置
を
考
え
て
い
き
た
い
。

ω

後
北
条
氏
権
力
と

「
日
本
国
」

後
北
条
氏
権
力
の
発
給
文
書

に
は
、

「大
日
本
国
」

「
日
本
国
」
の
語
が
現
わ
れ
る
。
前
者
は
寺
社

へ
の
寄
進
物

の
銘
に
、
後
者
は
起

　ふ
　

請
文
の
罰
文

(
神
文
)
に
現
わ
れ
る
。
寄
進
物
銘
と
し
て
は
、
天
文
十
九
年

(
一
五
五
〇
)
五
月
十
八
日
付
大
工
秀
吉
の
浄
智
寺
鐘
銘
は
、

・「奩

那
窘

瓮

藥

大
提

留

左
京
大
夫
平
蜃

」
梺

が

「大
呆

豊

謬

山
東
明
寺
推
鐘

易

寄
進
」
し
た
と
し
て
い

る
。
ま
た
起
請
文
に
つ
い
て
は
、
天
文
十
二
年

(
一
五
四
三
)
三
月

一.一十

一
日
付
の
関
東
公
方
足
利
晴
氏
の
奉
行
人
簗
田
高
助

に
充
て
た

北
条
氏
康
起
請
輸
ガ
そ
の
初
見
で
あ
る
。
内
容
は
前
書

に
O
氏
康
は
上
様

(晴
氏
)
に
対
し
て
変
わ
り
の
な
い
こ
と
㍉
⇔
何
事
も
御
頼
み



の
事
、
力
の
お
よ
ぶ
か
ぎ
り
行
な
う
、

⇔
御
難
儀
あ
れ
ぽ
助
勢
す
る
と
し
、

罰
文

に

「
若
偽
候
者
、

上
梵
天

・
帝
釈
、
,
下
堅
牢
地
神
、.、

惣
日
本
国
中
大
小
神
祗
、
別
而
武
州
六
所
大
明
神
、
伊
豆

・'箱
根
両
所
権
現
、

八
幡
大
菩
薩
可
レ
蒙
二御
罰
一者
也
」

と
し
て
い
る
。

以
後

(
51
)

(52

晃

(53
)

起
請
文
は
氏
康
が
簗
田
晴
助

へ
、
ま
た
氏
康

・
氏
政
連
署
で
由
良
成
繁

'・
国
繁
、
さ
ら
に
は
上
杉
輝
虎
に
充
て
た
も

の
が
確
認
さ
れ
る
。

(54
)

(55
)

ま
た
氏
政
や
氏
照
が
簗
田
時
助
や
簗
田
持
助
な
ど
の
足
利
家
臣

へ
充
て
、

い
ず
れ
の
罰
文
も

「
日
本
国
中
大
小
神
祗
」

の
文
言
を
含
み
ほ

ぼ
大
差
な
い
も
の
と
な

つ
て
い
る
。
充
所
は
い
ず
れ
も
後
北
条
氏
の
外
部

の
権
力
体
で
あ
り
、
後
北
条
氏
は
そ
れ
ち
と
の
協
調
関
係
の
誓

約
老
七
て
起
請
文
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
。

コ

,
,

、、

巳

・

.

㌦
゜

き

ら
に

門
扶
桑
国
L

の
語

に
も
留
意
し
た
い
。
q北
条
域
房
の
臣
伊
達
房
実
施
主
の
天
正
十
七
年

Ω

五
、八
九
Y
五
月
如
意
目
付
慈
恩
寺

　お
　

鉄
灯
籠
銘
に
は
、

,「
扶
桑
国
関
以
東
武
州
路
埼
西
郡
岩
付
爰
岩
付
慈
恩
教
寺
者
光
世
音
大
士
古
道
場
也
」
-と
あ
る
。

「扶
桑
国
」
と
は
中

国

か
ら
み
て
東

の
方

に
あ
る
日
本
国

の
異
称
で
あ
る
。
こ
う
し
た
寄
進
物
銘
や
起
請
文
罰
文
に
現
わ
れ
る
地
名
表
現

に
は
後
北
条
氏

〔分

国
」

を
示
す
独
自

の
名
辞
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。

起
請
文
罰
文
に
お
い
て
罰
を
与
え
る
と
さ
れ
る
神
祗

も
、

具
体
的
に
は
伊
豆

・
箱

根

両
所
権
現
、
鶴
岡
八
幡
、
三
島
大
明
神
な
ど
の
後
北
条
氏

「
分
国
」
内

の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ち
は
い
ず
れ
も

「
日
本
国
中
小
神
大

祇
」

の
つ
ち
で
あ
り
、

「別
而
」
と
強
調
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が

っ
て

「分
国
」
の
語
が
権
力
の
お
よ
ぶ
領
域
を
示
す
概
念

に
な

り
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
な
ん
ら
か
の
個
有

の
呼
称
を
成
立
さ
せ
る
に
は
至
ら
ず
、
諸

「分
国
」
は

「日
本
国
」
か
ら
離
脱
す
る
も
の

で
は
な
か

つ
た
こ
之
が
指
摘
で
き
る
。

-

②

後
北
条
氏
権
力
と
京
都

第

一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
後
北
条
氏
権
力
が
後
北
条
氏

「分
国
」
内

の
権
力
関
係
を
集
約

・
再
編
し
た
上
級
権
力
に
疑
い
は
な
く
、

政
治
権
力
と
し
て
の
自
立
性
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
後
北
条
氏
権
力

の
自
立
性
も
、
こ
れ
ま
で
に
み
た
よ
う

に

「分
国
」
統
治
権

の
被
委
任
性
を
否
定
し
え
ず
、

「
日
本
国
」
fの
枠
組
か
ら
離
脱
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

さ
ら
に
、

後
北
条
氏

「分
国
」

あ
る
い
は

後
北
条
氏
権
力
と

「国
」

八
盂
〔



"

八
六

「
関
東
」
.
「東
国
」
の
京
都
に
対
す
る
下
位
、
裏
返
し
て
い
え
ば
京
都

の
他
地
域
に
対
す
る
優
位
性
は
な
ん
ら
の
否
定

.
克
服
も
さ
れ
て

い
な
か
り
た
。
そ
れ
を
示
す
名
辞
が

「下
国
」
と
そ
の
対
義
語
で
あ
る

「上
洛
」
で
あ
る
。

　ザ
　

寅

(
天
正
六
年

・
一
五
七
八
)
卯
月
三
日
付
長
野
喜
三
充
忍
城
主
成
田
氏
長
朱
印
状
は
、
「
伊
勢
参
宮
候
哉
、
大
儀
候
、
明
レ
隙
候
者
、

早

々
下
国
、
可
レ
為
二祝
着
こ

と
し
て
い
る
。
伊
勢
信
仰
が
確
認
さ
れ
る
が
、
伊
勢
よ
り
後
北
条
氏

「分
国
」

に
向
か
う
こ
と
を

「下
国
」

と
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

①
幸
便
之
間
令
レ啓
候
、
抑
路
次
無
二相
違
一御
上
洛
之
由
伝
承
、
令
二安
堵
一候
、

御
在
国
中
者
、

毎
物
無
風
流
之
式
、
失
二面
目
一候
、

雖
レ
然
無
二等
閑
一申
承
候
儀
、
于
今
々
々
難
レ忘
、
御
残
多
存
計
候
、
就
中
京
都
様
子
如
何
、

御
入
洛
之
御
催
候
哉
、
実
説
不
レ
聞

候
、
便

二
具
可
二記
給
一候
、
委
曲
期
二来
便
一候
、
恐
々
謹
言
、

九
月
二
日

・

氏

康

(
花
押
)

(半
井
光
成
)
(58
)

驢
庵
几
下

`

・
史
料
ω
は
氏
康
が
朝
廷
の
医
官
半
井
驢
庵
に
充
て
た
書
状
で
、
・
(驢
庵
が
)
無
事
に

「御
上
洛
」
を
果
し
た
こ
と
を
伝
、兇
聞
き
安
心
し

た
。

「御
在
国
中
」
は
い
つ
も
無
風
流
で
面
目
あ
り
ま
せ
ん
。
等
閑
な
く
承

っ
た
こ
と
は
い
ま
も
忘
れ
ら
れ
ず
に
い
ま
す
。
京
都

の
様
子

は

い
か
が
で
し

ょ
う
か
。

「御
入
洛
」
の
お
誘
い
と
の
こ
と
で
す
が
確
か
な
こ
と
は
聞

い
て
お
り
ま
せ
ん
。
お
手
紙
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
、
乏

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
直
前
茂
康
は
病
に
か
か
っ
て
お
り
、
驢
庵
は
氏
康

の
治
療
に
携
わ

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
京
都

へ
行
く

己こ
と
を

「
上
洛
」
、
京
都

へ
入
る
こ
と
を

「
入
洛
」
と

い
っ
て
い
る
よ
う
に
、

氏
康
か
ら
み
て
京
都
こ
そ
が
都
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
無

　お
　

風
流
を
詫
び
る
な
ど
宮
廷
文
化

の
優
位
性
も
指
摘
で
き
る
。
ま
た
氏
邦
は
遠
江

へ
行
く
こ
と
を

「彼
国

へ
罷
上
」
と

し
て
い
る
。
必
ず
し

へ

も
京
都
で
は
な
く
、
京
都

の
方

に
行
く
こ
と
が

「上
洛
」
な
の
で
あ
る
。
伊
勢
か
ら
の

「
下
国
」
は
こ
の
裏
返
し
と

い
、κ
よ
う
。

(60

)

(61
)

で

は
、

小

田

原

は
都

・
洛

で

は

な

い

の
か
。

小

田
原

に
い

る

こ
と

を

「
在

府

」

と

い

い
、

小

田
原

に
赴

く

こ
と

を

、「
参

府

」

と

い

っ
た

よ
う

に
、

小

田
原

は
後

北

条

氏

「
分

国

」

の

「
府
」

な

の

で

あ

る
。

半

井

驢

庵

は
後

北

条

氏

「
分

国

」

に

「
在
国

」

し

て

い
た
。

「
在



国
」
と
嫁
洛
外
に
い
る

こ
と
で
あ
り
、
驢
庵

「在
国
」
先

の

「府
」
が
小
田
原
な
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
小
田
原

は
、
京
都
に
対
毒
て

地
方
政
庁
の
ひ
と

つ
、
い
わ
ば
令
制
下
の
国
府
に
擬
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

畿
内
以
西
か
ら
天
下

一
統
を
す
す
め
て
い

っ
た
豊
臣
秀
吉
は
、

徳
川
家
康
を
通
じ
て
後
北
条
氏
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
、

(62
)

「
関
東
惣
無
事
之
儀
」
を
申
し
入
れ
た
。
秀
吉
は
後
北
条
氏
の
軍
事
行
動
を
私
戦
と
み
な
し
、
こ
れ
の
停
止
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
氏
政

・
氏
直
父
子
の
上
洛
を
要
請
、
天
正
十
五
年

(
一
五
八
七
)
五
月
、
家
康
は
以
下

の
起
請
文
を
氏
政

・
氏
直
充
に
与
え
た
。

-

図

敬
白

起
請
文

,

、

一
、
其
方
御
父
子
之
儀
、
於
ご

殿
下
御
前
噛
悪
様
申
な
し
、
佞
人
之
覚
悟
を
構

へ
、
御
分
国
中
毛
頭
不
二相
望

一事
、

一
、
今
月
中
、
以
二
兄
弟
衆
↓
京
都

へ
御
礼
可
レ
被
二申
上
一事
、

(氏
直
室
督
姫
)

一
、
出
仕
之
儀
、
於
レ無
二納
得

一者
、
家
康
娘
可
二
返
給

一事
、

右
条
々
存
二
曲
折
↓
令
二違
背
一者
、

梵
天

・
帝
釈

・
四
大
天
王
、
惣
日
本
国
中
六
十
余
州
大
小
神
祗
、
別
伊
豆

・
箱
根
両
所
権
現
、
三
島
大
明
神
、
八
幡
大
菩
薩
、
天

満
自
在
天
神
、
部
類
眷
属
神
罰

・
冥
罰
可
二罷
蒙
一者
也
、
仍
起
請
文
如
レ件
、

天
正
十
五
年

五
月
廿

一
日

'

家

康

(
花
押
)

(氏
直
)

北
条
左
京
大
夫
殿

(氏
政
)

(63
)

北
条
相
模
守
殿

こ
れ
は
秀
吉
の
指
示
を
受
け
た
家
康
が
、
氏
政

・
氏
直
父
子
の
上
洛
を
要
請
し
た
も
の
で
あ
る
。
氏
政

・
氏
直
を

「
其
方
」
と
よ
び
、
秀

吉
を

「殿
下
」
と
よ
ぶ
。
氏
直
は
左
京
大
夫
、
氏
政
は
相
模
守
で
あ
り
、
秀
吉
は

「殿
下
」
す
な
わ
ち
関
白

・
太
政
大
臣
な
の
で
あ
る
。

ま
た

「御
分
国
中
毛
頭
不
二相
望
一」
と
は
後
北
条
氏

「分
国
」

の
支
配
権
の
否
定
で
あ
り
、

「出
仕
」
と
は
こ
こ
で
は
秀
吉

の
前

に
出
る

後
北
条
氏
権
力
と

「国
」

八
七



八
八

こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
起
請
文
と
は
み
ず
か
ら
の
行
動

・
言
説

に
偽
り
の
な
い
こ
と
を
誓
う
も
の
だ
が
、
こ
れ

は
充
所
の
行
動
を
強

制
す
る
も

の
で
あ
り
、
異
例
な
も
の
で
あ
る
。
後
北
条
氏
は
天
正
十
六
年

(
一
五
八
八
)
に
茂
政

の
弟
で
韮
山
城
主

の
民
規
を
上
洛
さ
せ

(
64
)

た
が
、
氏
政

・
氏
直
の
上
洛
は
行
な
わ
れ
ず
、
天
正
十
七
年

(
一
五
八
九
)
十

一
月
四
ロ
、

「北
条
左
京
大
夫
」
充
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
が

出

さ
れ
た
。
そ
の
第

一
条
に
は
、

(
一
)

ω
口
、
北
条
事
、
近
年
蔑
二

公
儀
嚇

不
レ能
二
上
洛
嚇

殊
於
二関
東
一任
二雅
意
一狼
藉
条
、

不
レ及
二是
非
↓

然
間
去
年
可
レ
被
レ成
二御
誅

罰
一処
、
駿
河
大
納
言
家
康
卿
依
レ
為
二縁
者
嚇
種
々
懇
望
候
間
、
以
二条
数
一被
二仰
出
一候
ベ
ハ
、
御
請
申
付
而
、
被
レ
成
二
御
赦
免
嚇

(北
条
氏
規
)

則
美
濃
守
罷
上
、
御
礼
申
上
候
事
、

と
あ
り
、
第
五
条
で
は
柴
田
勝
家
を

「国
家
」
を
乱
し
た

「
叛
逆
」
者

と
断
じ
、
そ
の
末
尾
は
、

(
勅
)

氏
直
背
二
天
道
之
正
理
朔
対
一一

帝
都
一企
二
奸
謀
噛
何
不
レ蒙
二
天
罰
一哉
、

古
諺
言
、

巧
訴
不
レ
如
二拙
誠
噛
所
詮
普
天
下
逆
二

敕
命
一

　
お
　

輩
、
早
不
レ
可
レ
不
レ加
二誅
罰
↓
来
歳
必
携
二節
旄
↓
令
二進
発
嚇
可
レ
刎
二
氏
直
首
一事
、
不
レ
可
レ
廻
レ踵
者
也
、

と

し
て
い
る
。
後
北
条
民
を

「
蔑
二

公
儀
こ

む
も
の
と
位
置
づ
け
、
誅
罰
す
る
べ
き
と
こ
ろ
を

「大
納
言
家
康
卿
」
の
と
り
な
し
で
許

し
た
の
で
あ
る
と
し
て
、
柴
田
勝
家
を
引
合
に
氏
直
を
暗

に
゜
「国
家
」
を
乱
す
叛
逆
者
と
み
な
し
、

「天
道
」
に
背

き

「
帝
都
」

に
悪
巧

を
企
て
」
勅
命
」
に
逆
う
も
の
と
断
じ
、
来
年

に
は
天
子
か
ら
賜
わ
る
節
旄
を
携
え
、
氏
直
の
首
を
刎
る
ぞ
と
威
嚇
し
た
の
で
あ
る
。

豊
臣
政
権
は
、
右
の
よ
う
に
天
皇
を
推
戴
し
、

「
天
道
」

に
従
い
、

「
日
本
国
」
に
お
け
る
唯

一
の

「公
儀
」
と
し
て
後
北
条
氏
に
臨

(66
)

ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
後
北
条
氏
は
天
正
十
七
年

(
一
五
八
九
)
十

二
月
五
日
に

「為
二
国
法
こ

と
し
て
人
返
令
を
発
動
す
る
な

バめ
　

ど

、
`
依

然

「
分

国

」

の

「
公

儀

」

と

し

て

あ

り
、

同

月

十

七

日
、

乗

政

は

「
天

下

之

至

二
于

大
途

一
者

、

是
非

興
衰

此
節

迄
候

」
'
と

覚

悟

し
、

　
　
　

同
月
二
十
四
日
、

「
大
途
」
氏
直
は

「
弥
閣
,rlfi
事
i
.1
途

二
可
レ遂
二防
戦
支
度
こ

と
指
令
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
後
北
条
民
に
と

り
対
豊
臣
戦
は
、

「
天
下
」
を
賭
け
た

「
公
儀
」
と

「公
儀
」
と
の
戦
い
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
豊
臣
政
権
に
と
り

こ
の
戦

い
は
、

「
西

(69
)

(
70
)

国
征
伐
」
と
同
じ

「
征
伐
」
な
の
で
あ
り
、

「公
儀
」
を
蔑
み
、
「天
道
ト

に
背
き
鴇
「勅
命
」
に
従
わ
な
い
も
の
を
処
罰
す
る

「成
敗
」



に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

・

と
こ
ち
で
、

こ
れ
ま
で
に
み
た
よ
う
に

「天
道
」
に
従
い
、

「
勅
儀
」

「
勅
命
」
を
受
け
、
'
「国
家
」
を
安
ん
じ
る
と
い
う
点
で
、
後

北
条
氏
権
力
も
豊
臣
政
権
も
そ
の
h
公
儀
L
認
識
に
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
か
し
そ
の
相
違
点
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

「
目
本

国
」

に
お
け
る
政
権
構
想

の
違

い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
後
北
条
氏
権
力
は

「
分
国
」
を
支
配
す
る
も
の
と
し
、
豊
臣
政
権
は

「分
国
」
を

付

与
す
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
き

の
徳
川
家
康
起
請
文
に
み
る

「御
分
国
中
毛
頭
不
二
相
望
こ

と
は
、
後
北
条
氏
権
力
の

「
分
国
」

支
配
権
を
否
定
し
、

「分
国
」

の
支
配
権
を
付
与
す
る
の
は
豊
臣
政
権
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「御
」
字
は

「分
国
」
を
付
与
す

る
側

へ
の
尊
意
と
い
え
よ
う
。
後
北
条
氏
権
力
は

「
日
本
国
」
の

一
画
の

「
分
国
」
の
支
配
権
力
た
ら
ん
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
豊
臣

政
権
は
、

「
日
本
国
」
そ
の
も
の
の
支
配
権
力
た
ら
ん
と
し
た
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

「左
京
大
美
」
と

,「関
白

・
太
政
大
臣
」
と
い

う
官
途
の
格
差
に
も
そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
冷
。

.

,

以
上
本
節
で
は
、
後
北
条
氏
権
力
と

「
日
本
国
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
ま
ず
後
北
条
氏

「分
国
」
は

「
日
本
国
」
の
う
ち

に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
次

に
京
都

の
優
位
性
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
所
謂
小
田
原
征
伐
か
ら
豊
臣
政
権
と
の
対
比

で
、

「分
国
の
支
配

権
力
た
ら
ん
と
す
る
後
北
条
氏
権
力
と
、

「
日
本
国
」
の
支
配
権
力
た
ら
ん
と
す
る
豊
臣
政
権
と
の
、「
日
本
国
」
に
お
け
る
政
権
構
想
の

違

"
を
み
だ
。

.

お

わ

り

に

本
稿
は
、

所
謂
戦
国
大
名
権
力
の
性
格
を
後
北
条
氏
権
力
を
素
材
に
、

「国
」
を
通
じ
て
検
討
し
た
。
・
一
、

「
国
家
」
と

「
国
法
」
、

二
、

「分
国
」
、
三
、

「
日
本
国
」
を
、

そ
れ
ぞ
れ
後
北
条
氏
権
力
と
の
関
係
で
検
討
し
た
。

そ
し
て
、

,「国
家
」
と
は
王
土
に
形
成
さ

れ
た

「
国
」
と

「家
」
、
す
な
わ
ち
大
地
と
人
と
の
総
体
で
あ
る
こ
と
、
「国
法
」・
と
は

「
大
途
」
H
公
儀
が
そ
の
支
配
領
域

「分
国
」
'に

発
動
す
る

「大
途
御
法
度
」

「分
国
之
定
法
」
、
「惣
国
之
法
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
後
北
条
氏
権
力
の
政
治
権
力
と
し
て
の
自
立
性

後
北
条
氏
権
力
と

「国
」

八
九



九
〇

を
確
認
し
た
。
次
に
、
し
か
し
そ
う
し
た
後
北
条
氏
権
力
は
、
天
道

・
王
法

に
従

い
、

「勅
儀
」
を
仰
ぎ

「国
家
安
泰
」
を
担
う
と
い
う

「
分
国
」
統
治
権
の
被
委
任
性
を
も
つ
こ
と
を
み
た
。
さ
ら
に
、

「分
国
」
が

「
日
本
国
」
か
ら
離
脱
し
た
も
の
で

は
な
く
、
京
都

に
対

し
て
下
位
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
豊
臣
政
権
と
の
対
比
で
、
「分
国
」
の
支
配
権
力
た
ら
ん
と
す
る
後
北
条
氏
権
力
と
、
「分
国
」
を
付

与
す
る

「
日
本
国
」
の
支
配
権
力
た
ら
ん
と
す
る
豊
臣
政
権
と
の

「
日
本
国
」
に
お
け
る
政
権
構
想
の
違
い
を
み
た
。

こ
こ
に
戦
国
大
名

権
力
の
性
格
の

一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

註今
1
)

、「
か
な
目
録
追
加
」

(
『
中
世
法
制
史
料
集

二
』
)
。

(
2
)

勝
俣
鎮
失

『
戦
国
法
成

立
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
九

年
。
同

「
一
五
-

一
六
世
紀

の
日
本
」
(
『
岩
波
講
座
日
本
通
史

10
』

岩
波
書
店
、

一
九
九

四
年
)
。

(
3
)

水
林
彪

『
封
建
制

の
再
編

と
日
本

的

社

会

の
確

立
』
山
川
出
版

社
、

一
九
八
七
年
。
佐
藤
博

信

『
古
河
公
方
足
利
氏

の
研
究
』
校
倉

書
房
、

一
九
八
九
年
。

(
4
)

久
保
健

一
郎

「
公
儀
と
し
て
の
戦

国

大

名
」

(
『
歴
史
評
論
』

五

一
一
三
、

一
九
九

三
年
)
。

(
5
)

註
(
4
)
。

(
6
)

『
平
安
遺
文
』
七

六
号
。

(
7
)

註
(
4
)
。

(
8
)

『
戦
国
遣
文

後
北
条
氏
編
』

(
以
下
、

『戦
遺
』
と
略
称
)
五

六
号
。

(
9
)

『
戦
遺
』
七
〇

二
号
。

.

(
10
)

『
戦
遺
』

一
四
九
七
号
。

C
　
>

(
12
)

C
　
　

(
14
)

(
15
)

『
戦
遣
』
二
四
三
〇
号
。

『
戦
遺
』
三
〇

一
八
号
。

『
戦
遺
』
1110

1
九
号
。

『
戦
遣
』
三
〇

二

一
号
。

『
戦
遺
』
九

七
四
号
。
人
返
令

に

つ
い
て
は
、
主
に
農
民
闘
争
の

視
角
か
ら
の
研
究
史
が
あ
る
。
研
究
史
の
概
要
ほ
藤
木
久
志

「戦
国

法
の
形
成
過
程
の
一
考
察
」

(藤
木

『
戦
国
社
会
史
論
』、
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
藤
木
論
文
以
降
の

研
究
と
し
て
は
峰
岸
純
夫

「身
分
と
階
級
闘
争
」

(峰
岸

『中
世
の

東
国
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
)
が
あ
る
。

(
16
)

(
17
)

.

C
　
)

(
19
)

(
20
)

(
21
)

(
22
)

『
戦
遺
』

一
一
八
四
号
。

『
戦
遺
』

一
四
七
七
号
。

『
戦
遺
』
三
五
五

一
号
。

『
戦
遺
』

一
七
二
六
号
。

『
戦
遺
』

一
七
二
〇
号
。

『
戦
遺
』
三

二
〇

七
号
。

『
戦
遺
』
三

二

一
〇
号
。



(
23
)

註

(
15
)
藤
木
論
文

。

(
24
)

『戦
遺
』

三
〇
三
八
号
。

(
25
)

『戦
遺
』

一
八
六

一
号
。

(
26
)

『戦
遺
』

二
〇
九

二
号
。

(
27
)

『戦

遺
』

三
二
四
五
号
。

(
28
)

『
戦
遺
』

三
二
四
三
号
。

(
29
)

『戦

遺
』

一
〇
四
八
号
。

(
30
)

『
戦
遺
』

一
八
七
九
号
。
な
お
本
文
書
は

『
静
岡
県
史
料
』
が
年

次
を
天
文
九
年

(
一
五
四
〇

)
と

し
、
花

押
を
北
条
氏
綱

の
も

の
と

す

る
。
以
後

こ
れ

に
従

っ
て
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ

て
い

っ
た
。

し

か
し
、
「毛

利
丹
後
」
北
条
高
広

の
名
が
あ
る

こ
と
か
ら
天
文
九
年
説

は
成
立
し
な
い
。
本
稿
は
年
次

・
花
押
と
も

『
戦
遺
』

に
従

っ
た
。

(
31
)

註

(
20
)
。

一
七

一
=

号

は

「
分
国
定
法
」
と
す

る
。

(
32
)

註

(
28
)
。

(
33
)

『
戦

遺
』

二
二
八

一
号
。

(
34
)

『戦
遺
』

二
六
二
二
号
。

(
35
)

小
和
田
哲
男

「
戦
国
家
法
研
究

へ
の
提

言
ー

『
伊
勢
宗
端
十
七
ケ

条
』
の
確
定

を
め
ぐ

っ
て
ー
」
'
(
『
歴

史

手

帳
』

四
-
五
、

一
九
七

六
年
)
。

(
36
)

註

(
15
)
峰
岸
論
文

。

(
37
)

註

(
23
)
。

(
38
)

註

(
1
)
。

(
39
)

『戦
遺
』

一
三
八
四
号
。

な
お
註
(
1
)著
書

は

=

二
八
五
号

を
使

用
さ
れ
て

い
る
が
、
欠
損
箇
所
も
あ
り
、
同
じ
内
容

を
も

つ

(
「弓

矢
」
と

「弓

箭
」

の
違

い
は
あ
る
が
)

=
二
八
四
号

を
採
用
し
た
。

(
40
)

『
戦
遺
』

一
〇
〇
号
。

(
41
)

『
戦
遺
』
四
六
五
号
。

(
42
)

「
為
和
卿

集
」

(『
私
家
集
大
成

7
中
世
V
』
)
。

『尊
卑
分
脉
』
。

(
43
)

小
笠
原
長
和

「北
条
氏
康
と
相
州
箱

根

権

現

別

当

融
山
僧
正
」

(
『
古
文
書
研
究
』

五
、

一
九
七

一
年
)
。

(
44
)

『
戦
遺
』
四
四
三
七
号
。

(
45
)

註
(
9
)
。

(
46
)

『
戦
遺
』

一
七
八
九
号
。

(
47
)

『
戦
遺
』

二
三
八
九
号
。

(
48
)

『
戦
遺
』
二
〇

三
九
号
。
本
文
書

の
解
釈

に
は
註

(
15
)
藤
木
論
文

と
峰
岸
論
文
と
の
間

で
相
違
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
「
許
容
」
の
解
釈

の

違

い
に
起
因
す
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
頃
窪

田
十
郎
左
衛
門

(
十
左

衛
門
と
は
同

一
人
物

力
)

の
下
人
で
弥
勒
寺

へ
欠
落

し
た
者

に
は
、

・永
禄
十
年

(
一
五
六
七
)

の
梅
母
子
と
元
亀
元
年

(
一
五
七
〇
)

の

乙
の
三
人
が
あ
り

.(
『
戦
遣
』

一
四
七
七
号
)
、
藤
木
説

で
は
梅
母
子

と

乙
と
を
区
別
せ
ず

に
、
弥
勒
寺

へ
の
欠
落
を
元
亀

元
年

に
後
北
条

氏
が
承
認

つ
ま
り

「
許
容
」
し
た
の
が

「
非
分
」
で
あ

っ
て
、

こ
れ
が

本
文
書

に
よ

っ
て
覆

っ
た
と
し
、
峰
岸
説

で
は
元
亀

元
年

の
欠
落
者

乙
の
拘
え
込
み
ー

「
許
容
」
が

「非
分
」

で
あ

っ
た
と
す

る
。

「許

容
」

に
は

「何

ら
か
の
意
図

の
も

と
に
、
人
を
自
分

の
許

に
受
入
れ

る
こ
と
。
」

(『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編

二
』

三
省
堂
、

一

九

八
九
年

)
と

い
う
意
が
あ
り
、
梅
母
子

の
進

退
に

つ
い
て

の
疑
問

は
残

る
も

の
の
、
解
釈
は
峰
岸
説

に
従

っ
た
。

後
北
条
氏
権
力
と

「国
」

九

一



九
二

(
49

)

(
50
>

(
51
)

(
52
)

(
53
)

(
54
)

(
55
)

(
56
)

(
57
)

(
58
)

(
95
)

(
60
)

『
戦
遺
』
三
七
四
号
。

『
戦
遺
』

二
二
八
号
。

『
戦
遺
』
四
〇
四
号
。

五
七

八
号
。

『
戦
遺
』
九
七
九
号
。

『
戦
遺
』

一
三
八
二
号
。

『戦
遺
』

一
〇

一
六
号
。

一
〇

一
七
号
。

『
戦
遺
』

一
〇

一
五
号
。

一
〇

二
〇
号
。

『戦
遺
』

三
四
五
七
号
。

『戦
遺
』

一
九
七
八
号
。

『戦
遺
』

一
〇
九
三
号
。

『
戦
遺
』

四
〇

二
九
号
。

『
戦
遺
』

=

一七
〇
号
。

(
61
)

『
戦
遺
』

=

一
四
〇
号
。

(
62
)

『
戦
遺
』
四
五
三
二
号
。
な
お

「惣
無
事
令
」
に

つ
い
て
は
藤
木

久
志

『
豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
』

(
東
京
大
学
出
版
会

、

一
九
八

五
年
)
を
参
照
。

(
63
)

『
戦
遺
』
四
五
三
四
号
。

(
64
)

『
戦
遺
』
三
三
三
四
号
。

(
65
)

『
戦
遣
』
四
五
三
七
号
。

(
66
)

註
(
18
)
。

胸

(
67
)

『
戦
遣
』
三
五
七
七
号
。

(
68
)

『
戦
遺
』
"三
五
八
五
号
。

(
69
)

註
(
65
)
。

(
70
)

『
戦
遺
』
四
五
三
八
号
。


